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早いもので今年もあとわずかとなりました。 

コロナ明けの今年は大方の期待に反して、中国で活動する日系企業にとってもどちらかというと

厳しい一年でした。 そのような中、国家の税務政策も企業や個人に対して継続して下支えが

必要という見方からこれまでの税負担軽減策を（多くの時限措置が 2027 年まで）継続する方針

が年の半ばから明らかにされていました。 

 今回はすでに皆様にもご案内済みの個人所得税に関して、一部追加された付加控除の内容

を含め今年公表された施策を改めてふりかえって確認をしていきたいと思います。 

 

Ⅰ．個人所得税特別附加控除基準の引き上げ及びまとめ 

中国国家の少子化対策として扶養及び育児負担を軽減するために、財政部税務総局は 8

月 31 日に、個人所得税を計算する際の専項附加控除について、3 歳以下の乳幼児の子育

て支援、子女教育、高齢者扶養の三つの控除基準を引き上げることを発表しました。昨年

新たに増設された「3歳以下の乳幼児育児者」に対する控除に続き、これは一定の所得の

ある者についてその納税負担をさらに軽減する措置であり、その具体的な内容は下記の通

りです。 

◆ 個人所得税特別附加控除基準の引き上げ 

① 3歳以下の乳幼児育児者の控除額を子供一人につき月 1,000元から月 2,000元に引き
上げます。  

② 子女教育にかかる控除額を子供一人につき月 1,000元から月 2,000元に引き上げ
ます。   

③ 高齢者扶養にかかる控除額を月 2,000 元から月 3,000 元に引き上げます。 

納税者本人が一人っ子の場合は月額 3,000 元の控除が可能。納税者に兄弟姉妹がい

る場合は控除の上限は月額 1,500元となります。 

 

今年 1月 1日に遡って適用します。 

 

◆ 新規個人所得税特別附加控除まとめ 

(1) 3 歳以下の乳幼児育児者 

控除標準：子供一人につき毎月 2,000元定額控除 

控除範囲：対象となる子供が生まれた月から満 3歳になる前の月まで 

控除方法：父母どちらかの所得から控除基準の 100%控除を選択することも、双方の

所得から 50%ずつ控除することも選択できます。 

 



(2) 子女教育 

控除標準：子供一人につき毎月 2,000元定額控除 

控除範囲：①満 3歳から小学校入学までの学前教育支出 

          ②小学校―博士間の学歴教育支出 

控除方法：（1）と同様 

(3) 高齢者扶養 

控除標準：①納税者本人が一人っ子の場合は毎月 3,000元定額控除 

          ②納税者に兄弟姉妹がいる場合は控除の上限は毎月 1,500元 

控除範囲：被扶養者が満 60 歳の当月から扶養義務が終了する年末まで 

控除条件：60歳以上の父母等が健在（どちらか一方でも可） 

※外国人駐在員でその両親等が 60歳を超えていて健在であれば、両親等が中国国外

に居住しており、経済的に扶養していなくても享受できます。対象となる父母の

パスポート番号等を登録することで控除可能です。 

(4) 住宅ローン（（5）と二者択一） 

控除標準：1世帯につき毎月 1,000元（年間 12,000 元）定額控除 

控除上限：240ヶ月を超えない 

控除範囲：納税者本人又はその配偶者が購入した 1軒目の物件に限る 

且つローンの返済期間内 

(5) 住宅家賃（（4）と二者択一） 

控除標準：①直轄市・省級都市等：毎月 1,500 元 

②人口 100万人以上の都市：毎月 1,100元 

③人口 100万人以下の都市：毎月 800 元 

控除範囲：主要な勤務都市で住宅を所有していない納税者の住宅家賃支出 

控除期間：リース期間開始当月から終了当月まで 

(6) 継続教育 

控除標準：①学歴継続教育——毎月 400元（年間 4,800元）定額控除 

②職業資格継続教育——資格証書取得年度に年間 3,600元定額控除 

控除上限：学歴継続教育は 48ヶ月を超えない 

(7) 重病医療 

控除範囲：個人負担が 15,000元を超える医療費支出分 

控除上限：毎年 80,000元を超えない限度額内で控除 

簡単な例を挙げて、新規特別附加控除政策による納税者の税金への影響を検証します。 

【例】中国居住者で北京在住の社員Ａさんは、自身が一人っ子で離れて暮らす 60 歳以

上の父母が健在であり、子供が二人（1人は小学生、もう 1人は乳幼児、本人全額控除）、

また住宅ローンがあります。このケースではＡさんの毎月の税引前給与総額がいくらま

でだと、税金負担がないでしょうか。 

（注：税引前給与総額は個人負担分社会保険、住宅積立金控除後の金額とする） 

 

① 個人所得税減費用額（基礎控除額）＝5,000元/月 



② 附加控除項目＝高齢者扶養＋子女教育＋乳幼児介護＋住宅ローン＝8,000元 

         （3,000 元＋2,000 元＋2,000 元＋1,000元） 

  ※附加控除総額は元政策より 4,000元増加 

③ 課税所得額＝税引前給与総額－①個人所得税免除額－②特別附加控除 

     ＝税引前給与総額－5,000元－8,000元 

       ＝税引前給与総額－13,000元 

個人負担社会保険住宅積立金控除後の税引前給与総額が 13,000元までの場合、課税

所得額は 0元となり、個人所得税の負担は生じないことになります（逆に額面給与が 

13,000 元に満たない場合には、適用可能な控除金額のすべてを活用できるわけではない

ことになります） 

 

Ⅱ．年一回性賞与軽減税率政策と外国籍人に対する非課税福利手当免税政策の再延長 

さらに納税者の負担を軽減するために、財政部国家税務総局は 2023 年 8 月にそれぞれ

に『外国籍個人に対する福利手当の個人所得税の政策の継続実施に関する公告』（財政部 

税務総局公告 2023 年第 29 号）、『年一回性賞与分個人所得税に係る政策の継続実施に関

する公告』（財政部 税務総局公告 2023 年第 30 号）が公表されて、これらが 2027 年 12

月 31日まで適用できることが明らかにされています。 

  

◆ 外国籍駐在員向けの 8つの福利手当の免税政策（非課税福利手当）の継続適用 

 
（1）非課税福利手当の８項目について 

下記の各福利手当は合理的な金額以内に、有効的支出証憑をもって個人所得税の免

除を受けることができます。 

 

 

 
 

注）「合理的金額」の判断基準については明確な基準は公表されていませんので、 

必要に応じて所轄の税務局で確認することをお勧め致します。 

 

（2）８つの非課税福利手当に関する主な内容 

① 住宅手当 

外国籍駐在員が現金以外の形式或いは実費精算方式で取得した住宅手当を言います。

実務上は、会社が借り上げた社宅を外国籍駐在員に無償で供与した場合、または外国

籍駐在員が家賃を立て替えて会社と実費精算をする場合に、有効な証憑（原則として

「発票」）を取得しているものについては「非課税所得」として給与課税の対象から外

すことができるとしています。 

   非課税取り扱い上の注意事項： 

   ⅰ）契約主体は会社か個人かを問わず、有効な発票を取得すること。 

   ⅱ）水道光電費、物業管理費などの費用は免税対象にならないため、賃借契約にお

いて家賃を水道光電費・物業管理費と分けて明確にすること。 

① 住宅手当           ② 語学研修費   ③ 子女教育費   ④ 出張手当 

⑤ ホームリーブ費用   ⑥ 引越手当     ⑦ 食事手当     ⑧ クリーニング代 

 



会社が駐在員の社宅水道光電費・物業管理費用を負担する場合には、それらの

水道光電費用・物業管理費用を駐在員の所得とみなして、個人所得税の計算・

納付が必要。 

   ⅲ）毎月に給与と同時に支給する「住宅補助手当」は前述の住宅手当に該当せず、

個人の現金補助手当とみなして、個人所得税の計算・納付が必要。 

 

② 語学研修費 

外国籍駐在員（中国居住者）が中国国内で語学研修を受けるため会社が負担した研

修費用については、有効な証憑により個人所得税課税の対象から外すことができます。 

 

③ 子女教育費 

家族帯同で赴任される外国籍駐在員の子息が中国国内にある学校（例えば、日本人

学校、国際学校など）に教育を受けるため、会社が学費の全額または一部を負担して

支払っている場合、その費用は有効証憑を以って、適正な部分について免税すること

ができます。（日本人学校は発票を発行できないため対象外とする地域もあり） 

    

④ 出張手当 

『国家税務総局「外国籍個人が取得する特定手当に対する個人所得税の免税に関す

る通達」（国税発「1997」54号）』の規定に基づき、外国籍駐在員が中国国内・国外へ

出張したことにより合理的な標準で取得した出張手当は個人所得税が免除できるとさ

れています。「合理的標準」とはどの程度の金額なのかについて明確な規定はなく、従

来は税務局に出張手当精算制度の届出（備案）手続きを行うことで「事前承認」を得

られていましたが、現在は、多くの税務局ではこれを受理しないようになったため出

張手当を免税として申告をすると、将来的に調査等で指摘されるリスクがあります。 

「合理的標準・適正な金額」について、税務局によっては現地の官公庁部門の出張

手当標準を上限としているケースがあり、この上限を超えた場合に超えた部分は課税

対象とする対応も見られます。 

 

留意事項： 

企業が出張日当（手当）名義で支給するその他手当は、個人所得として個人所得税

を課税する。 

 

⑤ ホームリーブ費用 

中国で任職された外国籍駐在員に支給される休暇のための一時帰国費用（ホームリ

ーブ）費用を言います。外国籍駐在員が我が国の勤務地と家族の居住地（配偶者と両

親の居住地を含む）間を移動する際の交通費に限定され、帰郷にかかった交通費の証

憑（コピー）をもとに年 2 回までが免税となります。 

 

⑥ 引越手当 

外国籍駐在員が中国に着任又は中国から離任する際に、現金以外の形式、もしくは

実費精算方式で取得される引越手当を言います。 

当該手当は所轄税務当局の査定後、合理的な金額範囲以内に有効な証憑を持って 

免税となります。 



⑦ 食事手当 

外国籍駐在員が現金以外の形式、もしくは実費精算方式で取得される食事手当を言

います。当該手当は有効証憑を持って免税となりますが、毎月に給与と一緒に支給す

る「食事補助」は、個人の現金所得に属するため、免税になりません。 

これは昔の中国において中国人に対する金額と外国人に対する金額の二重価格の設

定がされていたときの名残でそのまま規定として残されていますが、現在この手当を

支給している企業はないと思われます。 

 

⑧ クリーニング手当 

外国籍駐在員が現金以外の形式、もしくは実費精算方式で取得されるクリーニング

手当を言います。当該手当は有効な証憑をもって免税となります。 

これも昔の中国で外国人については政府が指定するホテル等にしか住むことができ

なかった時代の名残の規定で、現在この手当を支給している企業はないと思われます。 

 

◆  年一回性賞与に係る軽減税率の優遇政策の適用延長 
 

  『国家税務総局「個人が取得する年一回性賞与等の算定・課税方法に関する通達」（国

税発「2005」9号）』の規定に該当する納税者の年一回性賞与は、年度総合所得に算入せ

ず、一回性賞与を 12 ヶ月で按分し、その計算結果をもとに適用税率と速算控除額を確

定した上で、年度総合所得と区別して単独で税金を計算することが認められます。 

その計算式は、下記の通りです。 

 

 

注記） 

 

注） 

年一回性賞与を取得した時に、その取得の翌月の申告期限に一回性賞与の計算式で申

告・納税せずに、年度総合所得の一部として申告・納税してしまうと、後で年度総合所

得から一回性賞与の計算式での申告に変更することはできませんのでご注意ください。 

 

Ⅲ．外国籍駐在員の個人所得税優遇政策の選択と活用 

ここまで個人所得税の課税所得計算時に控除できる特別附加控除と外国籍の者に適用

される 8項目の非課税政策の内容を詳しく紹介しました。外国籍の者は、「特別付加控除」

と「外国人の住宅手当•語学研修費等 8 項目の非課税政策」のいずれかを選択適用するこ

とができますが、両方の政策を同時に享受することはできません。また一納税年度内に変

更することは認められません。 

現在の実務状況から見ると、親会社から中国に出向で派遣されて、社宅の無償提供を受

けている外国籍駐在員の場合や、家族帯同で子供の中国での授業料（日本人学校は発票が

発行されないため非課税とされない地域もあり）を会社が全額または一部を負担している

場合には、外国籍の者に対する免税可能手当額の金額が特別付加控除の控除可能額を上回

っているため、免税手当優遇政策を選択適用するケースが多いです。 

 

ⅰ）税込年一回性賞与を 12 ヶ月で按分した金額をもとに、適用税率と速算控除額を導き出す 

ⅱ）納税額＝税込一回性賞与×適用税率－速算控除額 



ここで、例を挙げて個人所得税優遇政策の延長による税金への影響を検証します。 

【例】居住者としての北京在住の社員 Aさんは、毎月国内外の総合所得（税込給与）5万

人民元を受けており、年間一回性賞与は 8万元（税込）を受けている。子供を連れて中国

に赴任し、国際学校での子供の教育費———年 20万元の学費を会社が全額負担（学費領収書

取得済）、また会社が A さんのために月額 1万元の社宅を無償供与し、年間社宅家賃は 12

万元である。（契約主体は会社で、水道光熱費自己負担） 

①年間給与総合所得（税込給与）：5万×12ヶ月＝60万元 

②年間一回性賞与（税込賞与）：8万元 

③年間子女教育費：20万元 （特別付加控除を適用する場合：年間 24,000元控除） 

④年間社宅家賃：12 万元 （会社契約であるため特別附加控除は無いものとする） 

個人所得税の金額は次の通りです。 

   

政策延長しない 優遇政策延長（2027年迄）

年間課税所得
①+②+③+④

=100万
 ①      +      ②

= 総合所得60万 + 一回性賞与8万

年間総合所得30%

一回性賞与10%

個人所得税 24.31万元
  総合10.91 + 賞与0.78

= 11.69万元

適用税率 35%

 

外国籍駐在員が 8 項目の非課税政策を適用して税金計算をするに際しては、税務機関

からの調査要請があった場合に備えて、会社は各福利手当の免税適用に必要な関連資料を

適切に保存・完備をされるようご提案いたします。  

 

以上 


